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①出産育児一時金を35万円に引き上げ
　被保険者が出産したときに
受けられる出産育児一時金が、
30万円から35万円に引き上げ
られます。

②葬祭費を７万円に変更
　被保険者が死亡したときに受けられる葬祭費
が、10万円から７万円に変わります。国の方針
は、５万円とするものでしたが、旭市では、住
民サービスが急激に低下しないよう、独自の決
定で７万円としました。

10月から制度の一部が変わります
　10月１日から医療保険制度が改正され、国民健康保険と老人保健の医療費にか
かる自己負担などが変わります。

①高額療養費の自己負担限度額を変更
　医療機関に支払った１か月の自己負担額の合計が高
額になった場合、申請をして認められると、自己負担
限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
　今回の改正で、70歳未満の方の自己負担限度額が、
次の表のとおり変わります。

②人工透析を行う上位所得者の自己負担限度額を変更
　高額の治療を長期間継続して行う必要がある疾病の
場合、１か月の自己負担額は１万円までとされていま
したが、慢性腎不全で人工透析を行っている上位所得
者については、自己負担限度額が１万円から２万円に
引き上げられます。
　これに伴い、受療証の様式が変更になりましたので、
今まで交付を受けた方へ、９月末に新しい受療証を郵
送しました。

①現役並みの所得者は２割負担から３割負担へ
　70歳以上または老人保健で医療を受ける方のうち、
現役並みの所得がある方は、医療機関の窓口で支払う
自己負担割合が、２割から３割へ引き上げられます。
　なお、負担割合が変わる方へは、次のとおり新しい
受給者証を郵送しています。

③入院時の食費と居住費の負担を変更
　療養病床に入院する70歳以上の方は、これまで食材
料費相当のみを負担していましたが、今回の改正で、
食費と居住費を負担することになります。
　なお、所得の低い方には、負担の軽減があります。

②高額医療費の自己負担限度額を変更
　医療機関に支払った１か月の自己負担額の合計が高
額になった場合、申請をして認められると、自己負担
限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
　今回の改正で、70歳以上の方の自己負担限度額が、
次の表のとおり変わります。

〔70歳未満の方の自己負担限度額〕

区　分 ４回目以降 ※２３回目まで

一　　般 ４４，４００円
８０，１００円＋

医療費が267,000円を超えた場合は、その超
えた分の１％を加算 

上位所得者
※１

８３，４００円
１５０，０００円＋

医療費が500,000円を超えた場合は、その超
えた分の１％を加算 

住民税
非課税世帯 ２４，６００円３５，４００円

※１　基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯に属する方
※２　過去12か月間に、一つの世帯での高額療養費の支給が４回以上あった

場合の４回目以降の限度額

〔70歳以上の方の自己負担限度額〕

区　分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
一　　般 １２，０００円 ４４，４００円

現役並み
所得者 ４４，４００円

８０，１００円＋
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた
分の１％を加算
（４回目以降の場合44,400円）

低所得Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円
低所得Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

問い合わせ先
　保険年金課（162－5331）

こんなときも変わります

〔入院時の食費と居住費〕

１か月の費用の目安
　食　費　４２，０００円
　居住費　１０，０００円

所得の低い方の負担額

国保と老人保健

70歳未満の方は

70歳以上の方は

※　人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊
せき

髄
ずい

損傷（四肢麻
ま

痺
ひ

が
見られる状態）、難病等の患者については、現行どおり食材料費相当
24,000円のみの負担となります。

《高齢受給者証の方》
　８月に「負担割合が２割の証」
が届いた方へ、９月末に「３割の
高齢受給者証」を郵送しました。
負担割合が１割の方については、
そのままお使いいただけます。
《老人保健医療受給者証の方》
　世帯の異動や昨年度の所得の状
況により、負担割合が変わった方
へは、７月末に新しい受給者証を郵
送しました。負担割合が変わらな
い方については、今までの受給者
証をそのままお使いいただけます。

2割 1割

3割 1割

住民税非課税世帯 

年金受給額80万円以下等

老齢福祉年金受給者

３０，０００円

２２，０００円

１０，０００円


